
【入居時費用】

ご利用料金　月額利用

【施設介護サービスなし】

＊1ヶ月３０日で計算
＊管理共益費：共用施設の維持,管理費,入居者が居住する居室内の水道光熱費,入居者が利用する共用施設の
　 水道光熱費,事務費,事務職員の人件費,運営懇談会の運営費用,備品消耗品費に充当します。
　 

【施設介護サービスあり】

＊1ヶ月３０日で計算
＊管理共益費：共用施設の維持,管理費,入居者が居住する居室内の水道光熱費,入居者が利用する共用施設の
　 水道光熱費,事務費,事務職員の人件費,運営懇談会の運営費用,健康管理費,備品消耗品費,リネン洗濯代（週
 　１回定期交換）,居室清掃費（週１回）に充当します。

【介護保険の１割負担額（３０日分）】
要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
5,400円 9,270円 16,020円 17,970円 20,040円 21,960円 24,000円

【介護保険の2割負担額（３０日分）】
要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5
10,800円 18,540円 32,040円 35,940円 40,080円 43,920円 48,000円

【夜間看護体制加算】 ＊病院などと連携し24時間体制を確保し、健康上の管理を行う場合加算
　　されます。

【看取り介護加算】 ＊看取り介護を行った場合、死亡日前の日数に応じ、３０日を上限として
　　段階的に加算されます。

【医療機関連携加算】 ＊主治の医師に対して、健康の状況について情報提供した場合加算さ
　　れます。

【介護職員処遇改善加算】 ＊上記介護保険１部負担額に加算されます。
【サービス提供体制強化加算】 ＊上記介護保険１部負担額に加算されます。
【退院・退所時連携加算】 ＊病院等の医療提供施設を退院・退所して特定施設に入居する利用者

　　を受け入れた場合加算されます。
【若年性認知症入居者受入加算】 ＊受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定め、特定施

　　設入居者生活介護(介護予防・地域密着型を含む)を行った場合加算
　　されます。

【身体拘束廃止未実施減算】 ＊身体的拘束等の適正化を図るため、運営基準に定めた要件に違反した
　　場合に減算されます。

（2018.04～）

【生活機能向上連携加算】 　　　 ＊自立支援･重度化防止に資する介護を推進するため、外部のリハビリ
　　テーション専門職等と連携する場合加算されます。

【口腔衛生管理体制加算】 ＊歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による介護職員に
　　対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を受けた場合加算されます。

（2018.05～）

敷金
家賃の１ヶ月相当分（非課税）

90,000円
81,000円
107,400円
278,400円

内　　　　　訳 １人室 ２人室
家　　　　　賃
管理共益費
食　　　　　費
合　　　　　計

75,000円
48,600円
53,700円
177,300円

内　　　　　訳 １人室 ２人室
家　　　　　賃 75,000円 90,000円

合　　　　　計 188,100円 305,400円

管理共益費 59,400円 108,000円
食　　　　　費 53,700円 107,400円


